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問 地域若者サポートステーション
　 ℡ 019-601-6638

行政相談

［相談］
日　程 会　場 時 間

１月 10 日
（水）

県営屋敷前
アパート 9：30〜

11：30１月 19 日
（金）

大槌町役場
１階  相談室１

［子育て懇談会］
日　程 会　場 時 間

１月 18 日
（木）

子育て支援センター
かりん

10：00 〜
12：00

問 総務課 総務班  ℡ 0193-42-8710

人権相談

■ 日時　1月19日（金）10：00〜12：00
■ 会場　大槌町役場 1 階 相談室 2
問 町民課 環境生活班
 　℡ 0193-42-8713

個人版私的整理ガイドライ
ン個別相談会のお知らせ

　震災で失った車や住宅のローンが残
っているなど、借入れ返済の悩みにつ
いて、個人または個人事業主向けの個
別相談会を開催します。相談は無料で
すが、事前の電話予約が必要です。
■ 日時　2月8日（木）10：00〜15：00
■ 場所　役場 2 階会議室
問  （一社）個人版私的整理ガイドライン運

営委員会岩手支部　℡019-606-3622
問  コールセンター（平日9：00～17：00）
 　℡ 0120-380-883

新農業人フェア in かまいし
を開催します

　近い将来に農業を始めたい人に対し、
市町、農協、県などの担当者が相談に
応じます。また、後継者に農業を継い
でもらうため、支援制度などを知りた
い人についても相談に応じます。
　相談料無料、事前申込不要です。農
業に興味のある場合は、お気軽にご相
談下さい。
■ 日時　１月28日（日）13：00〜16：00
■ 場所　イオンタウン釜石２Ｆイオンタウ

ンホール（産直 結いのはま付近）
問  大船渡農業改良普及センター
 　多田　℡ 0192-27-9918

「住宅再建相談会」
開催のお知らせ

　岩手県居住支援協議会では、被災者
向けの住宅再建相談会を開催します。事
前申込は不要です。ぜひお越しください。
■ 開催日　２月４日（日）
■ 時間　10：00〜12：00、13：00〜16：00
　（受付は相談終了時間の 30 分前まで）
■ 場所　役場１階コミュニティ総合支

援室前、相談室
■ 内容　①住宅金融支援機構による
「災害復興住宅融資」についての説
明および相談、住宅ローンのシミュレ
ーション   ②住宅の新築などに係る
公的支援制度についての説明および
相談   ③弁護士による住宅再建に係

相 談 ・ 説 明 会 る法律相談   ④建築士による住宅一
般についての相談   ⑤住まいの復興
給付金申請相談会

問 コミュニティ総合支援室
　 ℡ 0193-42-8718

出張就職相談窓口（１月）

　ハローワーク釜石と岩手県社会福祉協議
会による出張就職相談窓口を開設します。
■ 開催日　1月11日（木）、1月25日（木）
■ 時間　両日とも13：30 〜15：30

【ハローワーク釜石】
■ 会場　大槌町役場３階小会議室２

【岩手県社会福祉協議会】
■ 会場　大槌町役場３階小会議室３
※ この相談会は、雇用保険の失業認定

の求職活動に該当します。
問 商工観光課 雇用・企業立地班
　 ℡ 0193-42-8725

地域若者サポートステーショ
ン出張相談会のお知らせ

　働きたいけど働くのが不安…、他人と
の会話が苦手だ…
　地域若者サポートステーションでは、
働くことに悩みを抱えている若者の就労
を支援するため、出張相談会を次の日程
で開催します。詳しくは、お問い合わせ
先よりご確認ください。
■ 日時　1月４日（木）、1月 18 日（木）
　両日ともに 13：00 〜15：00
■ 場所　大槌町役場３階小会議室３
■ 対象者　概ね 15 〜 39 歳までの就

労意欲のある方とそのご家族

「がんばる食堂」「がんばる食堂」
利用場所 大槌町小鎚27-41-4

（マスト裏）

☎ 0193-55-5221・FAX 55-5219［受付時間  9：30～17：00］
定休日はお問い合わせください。（NPO法人 まちづくり・ぐるっとおおつち）

利用時間 10時～21時
（ただし、18時からは団体利用のみ）

利用料金 一般 500円、小中高校生 300円（園児以下は無料）
（ただし、小学生以下は保護者の同伴が必要です）

※貸切利用は、上記料金の他に別途1,000円（貸切チャージ）
※会議など予約で使用する場合もありますので、あらかじめ
　問い合わせをお願いします。

「がんばる食堂」
みんなで交流サロン（カラオケ・集会所）を利用しよう！

みんなのカラオケ広場みんなのカラオケ広場
1月10日水、17日水
       24日水、31日水

1月20日土 13：30～

〈時間〉10：00～17：00
※ただし、飲み物代・暖房費
　含む（300円自己負担）　

※受講料無料

カラオケできます！

第16回やさしい健康講座

無料開放日

厨房設備ができました！
利用希望者はご相談ください
厨房設備ができました！

利用希望者はご相談ください

新年会
各種パーティー
受付中

ランチ
カフェ
ディナー

11:30～14:00
14:00～16:00
17:30～22:00

岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里第一地割18-1 ホテルアイルーム大槌1F

熟成肉とワインの美味しい店

ランチ：パスタ・プレートランチ 980円～
ディナー：コース 3,500円～　
　　　　前菜・リゾット・メイン（魚か肉）
　　　　デザート・食後の飲み物
　　　　アラカルトもご用意しています。
　　　　　　

パーティメニュー：
8名様以上 お一人様3,000円～　
飲み放題プランもご用意しています。

39室　  １泊から中長期まで
ご予約　 　  0120-773-040

ホテル　アイルーム大槌

予約・問い合せは0193-43-1577まで

〈町内の保育園、認定こども園〉
施設区分 施　　設　　名 定員 所　　在　　地 延長保育

認可保育所

大槌保育園 100 名 大槌町小鎚第26地割161-5 ◯

大ケ口保育園 30 名 大槌町大ケ口1-18-12� ◯

吉里吉里保育園 70 名 大槌町吉里吉里第21地割字越郷60-8 ◯

認定こども園（保育部分） ※1
幼保連携型認定こども園
　　　　　　みどり幼稚園 ※2 30 名 大槌町大槌15-95-264 ◯

幼保連携型認定こども園
　　　　　つつみこども園 ※3

52名
大槌町吉里吉里 2-2-2

◯
認定こども園（幼稚園部分） ※1 10 名 ◯

　※1�認定こども園……教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。
　※2�平成 30 年 4月開園予定（みどり幼稚園が認定こども園化）
　　　�幼稚園部分については10月号の広報で既に周知していますが、引き続き申し込みを受け付けています
　※3�平成 30 年 4月開園予定（堤乳幼児保育園が認定こども園化）

平成30年度４月の保育園などの入園申込について

町有財産（物品）の売却について（一般競争入札）
〈物品の売却について〉
　町は、利用の見込まれない物品について、売却を予定し
ています。売却の方法は、原則として入札による売却となり
ます。

〈売却物件及び売却物件の価格について〉
　今回の売却物品は次の種類ものを行います。
　　・暖房器具　・寝具　・簡易浄水器
　　・スクーター　・電動自転車
　詳しい物品名及び最低売却価格（注1）は、町ホームペー
ジで公表しています。
　注1：�入札時に、この価格以上の金額での入札でなければ、

無効となります。
〈入札に係る申込みについて〉
　■申込期間　 1月 9 日（火）～1月19日（金）（土、日、祝

日は除く）　9：00～17：00
　■提出場所　 大槌町役場�総務部�財政課�管財班（申込書

を直接持参して下さい。郵送は不可。）

〈売却に係る説明会について〉
　■日時　1月17日（水）19：00～
　■場所　大槌町役場３階　大会議室

〈売却物品の縦覧（現物確認）について〉
　■日時　1月15日（月）～1月19日（金）
　　　　　9：00～12：00
　■場所　大槌町役場多目的会議室
　※�縦覧会場へご案内いたしますので、来庁の際財政課へ
お立ち寄りください。

〈入札日について〉
　■日時　1月28日（日）
　　　　　10：00 ～（受付 9：30～ 9：50）
　■場所　大槌町役場３階�大会議室
　詳細は、町ホームページで公表しております。不明な点は、
下記までお問い合わせください。
� 問 財政課 管財班  ℡ 0193-42-8712

〈受付期間及び受付場所〉
　次の日程で受付しますので、家庭の状況に詳しい方がお
越しください。
　(1) 継続して入園を希望する人
　�■受付期間　�1月15日（月）から１月19日（金）の指定

する期間
　�■受付場所　 各保育園　※詳しい日程・場所については

申請書に記載しています。
　(2) 新規入園を希望する人
　�■受付期間
　　�1月22日（月）から２月２日（金）　8：30 ～17：15
　　�（全施設対象、平日のみ）
　　�1月27日（土）　9：00 ～13：00（全施設対象）
　�■受付場所　役場保健福祉課

〈保育園へ入園できる基準〉
　大槌町に住民登録がある児童で、次のいずれかの理由に
より保育の必要性が認められる場合に限ります。
　�①月48 時間以上の就労（フルタイムのほか、パートタイム、
夜間、居宅内労働など）���②妊娠、出産���③保護者の疾病・
障害���④同居又は長期入院等している親族の介護・看護���
⑤災害復旧���⑥求職活動���⑦就学���⑧その他、保育が必
要な状態にあると町長が認める場合（育休中の方は状況を

確認して保育の必要性を判断します）
〈申込方法〉
　(1) 現在お子さんが保育園に在園している場合
　　�在園中の園から必要書類を受け取り、必要事項を記入
のうえ、指定する期間に提出してください。

　(2) 来年度初めて入園される場合
　�①�申請書等を役場窓口に受け取りに来てください。その

際必要書類について説明します。
　�②�申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して受付

期間内に役場窓口に直接提出してください。
〈延長保育について（平成29年度は私立４園で実施しています。）〉
　各保育園で決められた保育標準時間・保育短時間を超え
て延長保育を利用する場合は、一定の利用料が必要です。

〈一時保育について（平成29年度は大槌保育園で実施しています。）〉
　保護者の通院など、緊急に保育が必要になった場合に対
応します。

〈幼稚園、認定こども園幼稚園部分を希望する人へ〉
　幼稚園、認定こども園幼稚園部分を希望する場合は、ご
希望の幼稚園等に直接入園を申し込んでください。
 問 保健福祉課 地域福祉班　℡ 0193-42-8715
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